
 

平成２９年度３月教育委員会臨時会  議事日程 

 

 

                     日 時  平成３０年３月３０日（金） 

                          １１時００分より 

                     場 所  町民センター２Ａクラブ室 

 

 

１ 開会宣言 

 

 

２ 署名委員指名 

 

 

３ 付議事項 

（１）議案第２８号 二宮町教育委員会関係職員の職の設置に関する規則の一部を

改正する規則について 

（２）議案第２９号 二宮町社会教育委員の委嘱について 

（３）議案第３０号 二宮町図書館協議会委員の委嘱について 

 

４ 報告・協議事項 

  （１）小中一貫教育校導入検討会における検討内容報告について 

 

 

５ その他 

 

 

６ 閉会宣言 

 



議案第 28 号 

 

二宮町教育委員会関係職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則 

 

平成 30 年 3 月 30 日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 府川 陽一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔提案理由〕 

二宮町教育委員会関係職員の職の設置に関する規則について、町規則の改正に伴

い、必要な改正を行うために提案する。 
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   二宮町教育委員会関係職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則 

 

二宮町教育委員会関係職員の職の設置に関する規則（昭和47年二宮町教育委員会規則第

１号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項に後段として次のように加える。 

この場合において、特に重要困難な特定事務を掌理させるため、担当参事を置くこと

ができる。 

第３条第２項中「部長」の次に「及び担当参事」を加え、同条第６項中「部長、」の次

に「担当参事及び」を加える。 

第４条第１項中「担当参事、」を削り、同条中第２項を削り、第３項を第２項とし、第

４項から第７項までを１項ずつ繰り上げる。 

 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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二宮町教育委員会関係職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則の新旧対照表  

改正後 改正前 

（職の設置） （職の設置） 

第３条 教育委員会事務局の部に部長を置く。この場合において、特に重要困難な特定

事務を掌理させるため、担当参事を置くことができる。 

第３条 教育委員会事務局の部に部長を置く。 

２ 部長及び担当参事は、教育長の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督

する。 

２ 部長は、教育長の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

６ 部長、担当参事及び課長は、職員をもってあてる。 

 

６ 部長、課長は、職員をもってあてる。 

 

第４条 教育委員会は、必要と認めるときは、前条に規定する職のほか、職員のうちか

ら参事、課長代理、主幹、技幹、副主幹、副技幹、主査及び技師主査をおくことがで

きる。 

第４条 教育委員会は、必要と認めるときは、前条に規定する職のほか、職員のうちか

ら担当参事、参事、課長代理、主幹、技幹、副主幹、副技幹、主査及び技師主査をお

くことができる。 

  ２ 担当参事は、上司の命を受け、特に重要困難な特定事務を掌理し、所属職員を指揮

監督する。 

２ （略） ３ （略） 

３ （略） ４ （略） 

４ （略） ５ （略） 

５ （略） ６ （略） 

６ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ （略） 

 

 
























































